
 

 

以下「 障害者総合支援法」 と いう 。） に規定する 共同生活援助の用に供する 施設  

（ ２ ） 日中活動系サービス 事業所 

  障害者総合支援法に規定する 生活介護、 短期入所、 自立訓練、 就労移行支援及び就労継続支援

の用に供する 施設 

（ ３ ） 児童発達支援センタ ー又は児童発達支援若し く は医療型児童発達支援を行う 事業所 

  児童福祉法（ 昭和 2 2 年法律第１ ６ ４ 号） に規定する 児童発達支援センタ ー又は児童発達支

援若し く は医療型児童発達支援の事業の用に供する 施設 

（ ４ ） 主と し て重症心身障害児を通わせる 放課後等デイ サービ ス  

  児童福祉法に規定する 放課後等デイ サービ ス のう ち、 児童福祉法に基づく 指定通所支援の事

業等の人員、 設備及び運営に関する 基準（ 平成 2 4 年厚生労働省令第 1 5 号） に定める 人員に

関する 基準を満たす主と し て重症心身障害児を通わせる 事業所 

２  前項（ １ ） 及び（ ２ ） に定める 対象施設に、 障害者総合支援法、 医療法（ 昭和２ ３ 年法

律第２ ０ ５ 号） 、 健康保険法（ 大正１ １ 年法律第７ ０ 号） 、 介護保険法（ 平成９ 年法律第

１ ２ ３ 号） に規定する 別表１ －１ の事業種別の用に供する 施設若し く は事業所を 併設する

場合、 前項（ ３ ） に定める 対象施設に、 児童福祉法、 医療法、 健康保険法、 介護保険法に

規定する 別表１ －２ の事業種別の用に供する 施設若し く は事業所を 併設する 場合、 又は前

項（ ４ ） に定める 対象施設に、 児童福祉法、 医療法、 健康保険法、 介護保険法に規定する

別表１ －３ の事業種別の用に供する 施設若し く は事業所を 併設する 場合であ っ て、 以下の

条件を 全て満たす場合については、 都有地等の貸付けを 行う こ と ができ る も のと する 。  

（ １ ） 当該都有地の借受者が併設する 施設又は事業所（ 以下「 併設施設等」 と いう 。 ）  の

整備及び運営を 行う こ と 。  

（ ２ ） 併設施設等を 整備する こ と について 、 当該都有地等の所在する 区市町村の長（ 以下「 関

係区市町村長」 と いう 。 ） から の要請があ る こ と 。  

（ ３ ） 併設施設等が対象施設の延床面積を 超え ない規模のも のであ る こ と 。 なお、 併設施設

等を 複数整備する 場合の合計延床面積について も 対象施設の延床面積を 超え な い規模の

も のであ る こ と 。  

  

（ 対象と な る 都有地等）  

第３ 条 こ の要綱の対象と なる 都有地等は、 都において利用予定のないも のの中から 、 財務 

局長が決定する 。  

 

（ 貸付けの対象と な る 民間事業者）  

第４ 条 都有地等の貸付対象者は、 福祉保健局長が別に定める 民間事業者のう ち 、 対象と な

る 都有地等において 地域の福祉イ ン フ ラ を 整備運営する も のと する 。  

 

（ 貸付条件）  

第５ 条 都有地等を 前条の定める 民間事業者に貸し 付け る 条件（ 以下「 貸付条件」 と いう 。 ） 

は、 次のと おり と する 。  

  （ １ ） 第２ 条に定める 地域の福祉イ ン フ ラ を 含めた施設を 整備運営する ために使用する こ と 。 

  （ ２ ） （ １ ） の事業を 行う ために必要な 施設、 設備等は、 借受者の負担で設置する こ と 。  

  （ ３ ） 施設、 設備等の維持管理に係る 費用を 借受者が負担する こ と 。  
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  （ ４ ） （ １ ） の事業が、 貸し 付ける 都有地等及びその周辺地域の安全、 環境等に影響を 及ぼさ

ないよ う 配慮する こ と 。  

  （ ５ ） 第三者に転貸し ないこ と 。  

 （ ６ ） 第１ １ 条に定める 貸付期間の満了のと き 、 借受者側の理由によ り 貸付契約を 打切る と き

又は第１ ４ 条第２ 項後段に定める 貸付契約の解除のと き は、 借り 受け た 都有地等を 直ちに

借受者の負担によ り 施設、 設備等の撤去等を 行い、 原状に回復さ せ、 返還する こ と 。  

  （ ７ ） 前各号に定める も ののほか、 福祉保健局長が必要と 認める 条件 

 

（ 公募）  

第６ 条 福祉保健局長は、 関係区市町村長と 協議の上、 都有地等の借受者を 公募する 。  

２  福祉保健局長は、 前項に定める 公募に関する 事務を 関係区市町村長に委任する こ と がで

き る 。  

３  公募に応じ る 者（ 以下「 応募者」 と いう 。 ） は、 都有地等借受申請書（ 別記第１ 号様式）

２ 部を 福祉保健局長に提出し なければなら ない。  

４  貸付対象と な る 都有地等の所在、 面積その他公募に必要な 事項は、 別途福祉保健局長が

定める 。  

 

（ 関係区市町村長への意見聴取）  

第７ 条  福祉保健局長は、 公募の期間満了後、 前条第３ 項の規定に基づき 提出さ れた都有地

等借受申請書のう ち １ 部を 、 関係区市町村長に速やかに送付し 、 応募者について の意見聴

取を 依頼する 。 依頼を 受けた 区市町村長は、 書面によ り そ の意見を 福祉保健局長に通知す

る 。  

 

（ 審査会）  

第８ 条  福祉保健局長は、 前条の借受対象候補者について 、 借受者と し ての適格性等を 審査

する ため、 都有地等利用事業者選定審査会（ 以下「 審査会」 と いう 。 ） を 設置する 。  

２  審査会は、 福祉保健局長が別に定める 審査基準に基づき 、 適正に審査し なけ ればな ら な

い。  

３  審査会の委員は、 別表２ のと おり と する 。  

 

（ 借受者の決定等）  

第９ 条 福祉保健局長は、 審査会の審査を 経て貸付けの適否を 決定し 、 貸し 付け る こ と を 決

定し た と き は都有地等貸付決定通知書（ 別記第２ 号様式） によ り 、 貸し 付けな いこ と を 決

定し た と き は都有地等不貸付決定通知書（ 別記第３ 号様式） によ り 、 そ の旨を 応募者に通

知する 。  

２  福祉保健局長は、 財務局長及び関係区市町村長に対し 、 借受者を 通知する 。  

 

（ 貸付契約）  

第１ ０ 条  東京都知事は、 前条第１ 項の規定によ り 貸付けを 決定し た者と 貸付契約を 締結す 

る 。  

２  土地の貸付契約の形態は、 借地借家法（ 平成３ 年法律第９ ０ 号） 第２ ２ 条に基づく 定期借地権
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設定契約と する 。 ただし 、 日中活動系サービ ス 事業所、 児童発達支援センタ ー、 児童発達支援事

業を行う 事業所、医療型児童発達支援事業を行う 事業所又は主と し て重症心身障害児を通わせる

放課後等デイ サービ ス については、同法第２ ３ 条に基づく 事業用定期借地権等設定契約と する こ

と ができ る 。  

建物の貸付契約の形態は、 同法第３ ８ 条に基づく 定期建物賃貸借契約と する 。  

 

（ 貸付期間）  

第１ １ 条 土地の貸付けにおけ る 貸付期間は、 定期借地権設定契約について は５ ０ 年、 事業

用定期借地権等設定契約について は１ ０ 年以上５ ０ 年未満（ ただし 、 施設整備に当たり 補

助制度を 活用する 場合は、 定期借地権の設定期間が原則と し て財産処分制限期間以上であ

る こ と 。 ） と する 。  

建物の貸付け については、 都におけ る 将来の利用計画など 当該都有地等の個別の事情等

を 勘案し 、 別に定める 公募要項において定める も のと する 。  

 

（ 貸付料及び保証金等の減額）  

第１ ２ 条 貸付料及び保証金又は敷金は、 都において別途決定する 。  

２  前項の貸付料の決定に当たっ て、 第２ 条に定める 貸付対象施設を 整備する 場合は、 併設

施設等のう ち 、 医療法に規定する 診療所の整備に用いる 都有地等に係る 部分を 除き 、 通常

に算定さ れた額から ５ ０ ％の減額を 行う 。 ただし 、 土地の貸付けにおいて、 令和３ 年４ 月１

日から 令和 6 年 3 月 3 1 日ま での間に公募を開始し た案件については、 貸付対象と なる 土地の

1 ㎡当たり の更地価格（ 以下「 土地価格」 と いう 。） によ って減額率が変わる 仕組みと し 、 土地

価格が都内住宅地の地価公示平均額を考慮し て設定し た 1 ㎡当たり 3 ７ 0 ,0 0 0 円（ 以下「 一定

額」 と いう 。） を超える 場合には、 以下の計算式によ って減額率を算定する 。  

  こ の場合、 減額率については、 小数点以下第 2 位ま でと する（ 小数点以下第 3 位がある 場合、

こ れを四捨五入する 。）。  

減額率 ＝ １  －｛（ 土地価格 － 一定額） × 0 .1  ＋ 一定額 × 0 .5 ｝ ÷ 土地価格 

３  土地を 貸し 付ける 場合の保証金は、 定期借地権設定契約の場合、 貸付料月額の３ ０ 月分

と し 、 事業用定期借地権等設定契約の場合、 貸付料月額の１ ２ 月分と する 。  

建物を 貸し 付ける 場合の敷金は近傍類似の賃貸事例を 考慮し て設定する も のと する 。  

ただし 、 土地の貸付けにおいて、 平成２ ６ 年８ 月２ ０ 日以降に公募を開始し た案件について

は、 都と 区市町村と の間で補償に関する 協定を締結する 場合には、 東京都公有財産規則（ 昭和

３ ９ 年東京都規則第９ ３ 号）第３ ６ 条の２ 第１ 項ただし 書に定める 取扱いをする こ と ができ る 。 

 

（ 貸付料の改定）  

第１ ３ 条 都は、 前条第１ 項の貸付料が土地価格の変動によ り 若し く は近隣の土地若し く は建物

の貸付料と 比較し て不相当と なった場合又は貸付けの対象施設に関する 補助制度の変更等の状

況の変化があった場合には、 貸付料を改定する こ と ができ る 。  

 

（ 使用状況の確認）  

第１ ４ 条 福祉保健局長は、土地の使用方法が貸付条件に適合し ている か等を 確認する ため、

必要に応じ 、 調査を 行う も のと する 。  

32


